
電子交付サービス利用規定 

 

第１条（規定の趣旨） 

この規定は、株式会社栃木銀行（以下、「当行」といいます。）が「とちぎん投信ダイレ 

クト（インターネット投資信託）」（以下、「とちぎん投信ダイレクト」といいます。）をご

利用されるお客様に対し、第 3 条に定める書面について、「郵送による交付等」に代えて、

当該書面に記載すべき事項を、お客様のパソコンやスマートフォン等（以下、「端末」とい 

います。）によりインターネットを通じてアクセスした「とちぎん投信ダイレクト」のホー

ムページ（以下、「当該ホームページ」といいます。）上で提供する方法（以下、「電子交付

サービス」といいます。）を定めたものです。  

 

第２条（書面の交付方法） 

本規定により当行が行う電子交付サービス（以下「本サービス」といいます。）とは、当 

該ホームページにおいて、お客様の閲覧に供する方法（「金融商品取引業等に関する内閣府

令」第 56条 第 1項 第 1号ハの方法）により、お客様に当該書面を交付する方法です。  

 

第３条（電子交付書面の種類） 

お客様が本規定により電子交付を利用できる書面（以下、「電子交付書面」といいます。） 

は、金融商品取引法、その他法令諸規則等に定められている交付すべき書面、および当行

が提供するその他の報告書等のうち、以下の書面とします。  

  ① 取引報告書 

  ② 分配金報告書 

  ③ 再投資報告書 

  ④ 償還金報告書 

  ⑤ 取引残高報告書 

  ⑥ 特定口座年間取引報告書 

  ⑦ 運用報告書 

  ⑧ 第４条第２項により電子交付することとなった書面  

 ただし、上記⑥については平成 27年取引分までとし、以降は既に電子交付された書面 

の閲覧のみが可能です。なお、平成 28年取引分以降は、紙媒体による書面交付（郵送交付）

のみとします。 

 

第４条（電子交付サービスの利用申込方法） 

Ⅰ．本規定を承諾のうえ、当行所定の書面の提出により本サービスを申込むものとします。

その際、第３条に定めた電子交付書面について、本サービスを包括的に申込まれたもの

とします。 

２．当行は、対象となる電子交付書面を任意に追加できるものとし、対象となる電子交付

書面を追加する場合は、事前に当該ホームページ等で告知するものとします。  



 

第５条（電子交付サービスの提供条件） 

当行は、以下の条件をすべて満たすお客様に本サービスを提供するものとします。  

（１）お客様が当行において、既に「総合取引約款」、「投資信託受益権振替決済口座管

理約款」、「特定口座約款」、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非

課税累積投資に関する約款」等に基づく投資信託受益権等の取引を利用しているこ

と。 

（２）お客様が「とちぎん投信ダイレクト」を利用していること。 

（３）お客様がインターネットを利用することができること。 

（４）電子交付書面が、お客様の使用する端末に備えられたファイルに記録できること。 

（５）お客様が電子交付書面を閲覧するために必要なＰＤＦファイルの閲覧用ソフトウ

ェアを用意できること。 

（６）お客様が本サービスを利用するために必要なＯＳ等を、お客様の端末に用意でき

ること。 

（７）お客様が本サービスを利用する場合、必ず電子交付書面の内容を熟読のうえ、記

載事項を確認し理解すること。 

 

第６条（電子交付サービスの留意点） 

当行は、本サービスの提供にあたり、次のとおり取扱うものとします。 

（１）お客様が端末を使用して電子交付書面を紙媒体で出力できるように、当該ホーム

ページ上で閲覧できるようにします。また、お客様の端末上に電子交付書面を保存

することも可能です。 

（２）電子交付書面はＰＤＦファイルとします。また、お客様が電子交付書面を閲覧す

るために必要な情報（リンク等）を当該ホームページ上に記録するものとします。 

（３）お客様は、本サービスを利用するために必要なＯＳ等を、お客様の端末に用意す

る必要があります。なお、ＯＳ等に変更が生じる場 合は、当該ホームページ上であ

らかじめ告知します。 

（４）当該電子交付書面の電子交付を行っている場合は、紙媒体による書面交付をいた

しません。 

（５）以下による場合を除き、電子交付書面について、お客様の閲覧に供した日以後 5

年間、当該ホームページ上で閲覧できるものとします。 

   ① 当行が当該電子交付書面に代えて、紙媒体により交付を行った場合 

② 当行がお客様より他の電磁的方法等による交付の承諾を得たうえで、当該他の電

磁的方法等により当該電子交付書面の交付を行った場合 

（６）お客様が本サービスを申込まれた後、当行店頭で行われた投資信託取引について

も、本サービスの対象とします。 

（７）当行は、お客様より当行所定の書面の提出を受けることにより、第３条の交付書

面（「特定口座年間取引報告書」を除く）を「電子交付」から「郵送交付」へ変更す



るものとします。 

（８）当該ホームページにおいて閲覧に供される電子交付書面について、第６号に定め

る期間、お客様が閲覧可能な状況を維持するものとします。 

 

第７条（お客様の承諾事項） 

１．当行は、電子交付の取扱手続きが完了後、電子交付が開始される旨を本サービス画面

上に表示しますが、その開始以前に発行された紙媒体の各種報告書についての閲覧はで

きないことについて、お客様は同意するものとします。 

２．当行は、当該ホームページ上にてあらかじめ告知のうえ、当行または当行が契約して

いるデータセンター等が、定期または不定期に行うメンテナンスのために本サービスを

中断する場合があることについて、お客様は同意するものとします。 

 

第８条（法令等の遵守と規定の変更） 

１．本サービスの利用にあたっては、当行およびお客様は日本国内の法令、諸規則ならび

にこの規定等を遵守するものとします。なお、法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、

その他当行が必要と認めた場合には、当行はこの規定を変更することがあります。この

場合は、当行は当該ホームページにて告知を行うこととし、変更日以降は、変更後の規

定により取扱うものとします。 

２．この規定に定めのない事項については「とちぎん投信ダイレクト利用規定」等、お客

様に適用される他の規定・約款により取扱います。 

 

第９条（解約等） 

１．当行は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスを解約するものとします。 

（１）お客様が、第８条に定める法令等に違反した場合。 

（２）「総合取引約款」、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」、「特定口座約款」、「非

課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」等

に基づくお客様の投資信託口座が解約された場合。 

（３）お客様が、第６条第３号に定めるＯＳ等の変更に関する通知を受け、その変更後

にお客様の端末において当該ＯＳが備わって いない場合。 

（４）当行の判断により、当行のすべてのお客様に対し、本サービスの提供を終了した

場合。 

２．お客様が「とちぎん投信ダイレクト」の契約を解約した場合、本サービスについても

同時に解約したものとします。 

 

第 10条（免責事項等） 

次に掲げる事項により生じた損害については、当行はその責任を負いません。 

（１）当行が第３条に掲げる書面の種類または商品によっては、本サービスの対象とし

ない場合があること。 



（２）第７条第２項のメンテナンスのために、本サービスが一時的に利用できない場合

があること。 

（３）第９条に定める本サービスの解約。 

（４）当行に重大な過失がある場合を除き、本サービスの提供のすべてもしくは一部が

著しく困難となった場合、電子交付書面の交付に代えて紙媒体にて交付すること。 

（５）当行に重大な過失がある場合を除き、端末機、通信回線、コンピューター等の障

害による本サービスの伝達遅延、不能等の場合。 

 

以上 

 

附則 

第１条 平成 25年 ６月 ３日 とちぎん投信ダイレクト（インターネット投資信託）の取

扱開始に伴い制定 

第２条 平成 26年 １月 １日 少額投資非課税制度開始に伴う改定 

第３条 平成 28年 １月 １日 サービス内容の一部変更に伴う改定 

第４条 平成 28年 ６月 20日 システム変更に伴う改定 

第５条 平成 30年 ５月 １日 関連約款名称の変更に伴う改定 

第６条 令和 ２年 ４月 １日 民法改正に伴う改定 

第７条 令和 ６年 １月 １日 税制改正による改定 


